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（訂正）「株式分割、単元株制度の採用および定款一部変更に関するお知らせ」の 

一部訂正について 

 

平成25年４月23日に開示いたしました「株式分割、単元株制度の採用および定款一部変更に関するお

知らせ」について、内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

【開示事項の訂正箇所】 

４．定款の一部変更 (１)定款変更の理由 （下線＿は訂正箇所であります。） 

 

【訂正箇所１】 

（訂正前） 

① 全国証券取引所が平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に

鑑み、平成25年10月１日を効力発生日として、当社株式１株を300株に分割するとともに、１単

元の株式数を100株とする単元株制度を採用するため、以下の変更を行うものであります。 

 

（訂正後） 

① 全国証券取引所が平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に

鑑み、平成25年７月１日を効力発生日として、当社株式１株を300株に分割するとともに、１単

元の株式数を100株とする単元株制度を採用するため、以下の変更を行うものであります。 

 

【訂正箇所２】 

（訂正前） 

② 当社は、平成24年10月12日に、ＳＢＩサーチナ株式会社およびＳＢＩアセットマネジメント株

式会社の株式を取得し、各々の子会社を含め、４社を新たに子会社といたしました。これに伴

い、新規子会社を含む当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るととも

に、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。また、現行定款第２

条の変更の効力発生日を定めるため、附則を設けるものであります。 

 

（訂正後） 

② 当社は、平成24年10月12日に、ＳＢＩサーチナ株式会社およびＳＢＩアセットマネジメント株

式会社の株式を取得し、各々の子会社を含め、４社を新たに子会社といたしました。これに伴

い、新規子会社を含む当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るととも

に、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。 

以上 
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